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仕様書等の一部訂正について 

 

 令和 7 年５月２０日付で公告した「国境林道ほか維持修繕工事」の仕様書等について、下記のとお

り訂正します。 

 

令和 7 年６月２日 

 

分任支出負担行為担当官 

留萌北部森林管理署長 荒川 和也 

 

 

記 

 

【訂正箇所及び内容】 

 

 １ 林道工事設計・現場説明書 

  17．積算に用いた設計条件 

   ⑲刊行物単価（四半期）以外の刊行物単価の採用月 

    【誤】 令和７年４月 

    【正】 令和７年 5 月 



16．その他特記事項

17．積算に用いた設計条件 ⑦　工種区分 道路維持工事

①　通勤拠点から現場までの距離 ⑧　施工地域補正 該当無し

②　路盤材の設計単価
⑨　一般管理費等(前払金
　　 支出割合による補正)

補正無し

③　かご類詰石の設計単価
⑩　一般管理費等(契約保
     証に係る補正)

金銭的保証

④　生コンクリートの設計単価 ⑪  冬期補正（労務費） 補正無し 対象無し

⑫  時間的制約を受ける
     工事の補正（労務費）

補正無し 対象無し

⑬　施工時期補正
     (冬期補正)

補正無し 対象無し

⑥　工期の設定 ⑭　現場環境改善費 対象無し

　　　うち冬期日数 ⑮　週休２日に係る補正
【(現場閉所)発注者指定方式】

4週8休以上の補正係数

該当無し 令和７年２月

⑯　労務単価

⑰  施工パッケージ標準
     単価の基準年月
⑱  刊行物単価（四半期）
     の採用月

別添里程図のとおり

13．余裕期間の設定について ①本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和７年７月１１日までの余裕期間を見込んでおり、余裕期間内の技術者配置は
要しないものとする。
　 また、受注者が余裕期間を活用した場合の入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとし、余裕期間
内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手出来るものとする。
　 なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。
②余裕期間を活用しない場合は、この限りではない。

14．排出ガス対策型建設機械の使用
　　 について

①本工事積算における建設機械の排出ガス対策型の基準値について「森林整備保全事業標準歩掛」及び「北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算
要領（林道事業）」のとおりであるが、排出ガス対策型（第１次基準値）規格の建設機械について契約後借上げ等が困難な場合は、監督職員と協議により第
２次基準値に設計変更出来るものとする。

15．女性技術者、女性技能者の現場
 　　環境づくりに係る経費について

該当無し 令和７年５月

該当無し

       生コンクリートの設計単価の採用月 該当無し

⑤　支障木の伐倒処理費 該当無し

⑲  刊行物単価（四半期）以外
　   の刊行物単価の採用月

⑳  共通仮設費（率対象外経費）

㉑  現場管理費（率対象外経費）

１３０日 補正無し

０日

㉒  一般管理費（率対象外経費）

㉓  ＩＣＴ活用工事（共通仮設費・現場管理費）

令和７年３月

該当無し

野﨑潤也(NOZAKIJunya)
正

野﨑潤也(NOZAKIJunya)
四角形
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13．余裕期間の設定について ①本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和７年７月１１日までの余裕期間を見込んでおり、余裕期間内の技術者配置は
要しないものとする。
　 また、受注者が余裕期間を活用した場合の入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとし、余裕期間
内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手出来るものとする。
　 なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。
②余裕期間を活用しない場合は、この限りではない。

14．排出ガス対策型建設機械の使用
　　 について

①本工事積算における建設機械の排出ガス対策型の基準値について「森林整備保全事業標準歩掛」及び「北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算
要領（林道事業）」のとおりであるが、排出ガス対策型（第１次基準値）規格の建設機械について契約後借上げ等が困難な場合は、監督職員と協議により第
２次基準値に設計変更出来るものとする。

15．女性技術者、女性技能者の現場
 　　環境づくりに係る経費について

該当無し 令和７年４月

該当無し 令和７年２月
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     単価の基準年月
⑱  刊行物単価（四半期）
     の採用月
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